
・被保険者情報欄の不備

被保険者（お勤めされていた方）が亡く
なった場合は、届け出を出される方の氏
名・住所・電話番号をご記入ください。

・振込先指定口座欄の不備

①振込先指定口座欄の記入漏れ
②存在しない金融機関名もしくは店名の記入
③ゆうちょ銀行の店名記入誤り
（ゆうちょ銀行の場合、漢数字3桁の店名になります。
例 八二八支店など 通帳に記載がありますのでご
確認ください。）

・受取代理人欄の不備

振込先指定欄に申請者以外の口座を記入
された場合、受取代理人の欄もご記入い
ただく必要がございます。記入漏れにご
注意ください。

埋葬料(費）支給申請書 不備の多い点をまとめました

制度の概要はこちら
申請書のダウンロードはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31711/1956-20887/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/


・事業主証明欄の不備

未記入の箇所があると返戻になります。
（押印は省略していただいてもかまい
ません）

＜添付書類＞添付がない場合、書類を返戻いたします。

●被保険者（もしくは被保険者が亡くなった場合、被保険者より生計を維
持されていた方）が埋葬料を申請する場合
□住民票（写）の原本（亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの。市区
町村によっては除票が必要）
□住居が別の場合は定期的な仕送りの事実がわかる預金通帳等のコピーや亡く
なった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など

●埋葬を行った方が埋葬費を申請する場合
□領収書の原本（支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載され
ているもの）
□埋葬に要した費用の明細書

●申請書2ページ目の事業主の証明が受けられない、又は、任意継続健康
保険加入者が亡くなった場合
□埋葬許可証・火葬許可証・死亡診断書等亡くなったことが確認できる書類の写し
（戸籍、住民票の場合は原本）

●証明書等が外国語で記載されている場合
□翻訳文（翻訳者の署名、住所、電話番号を明記）

●死亡原因が負傷による場合
□負傷原因届

●死亡原因の負傷が第三者による場合
□第三者行為による傷病届

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r130/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454/


●被保険者が死亡した場合
・健康保険の被扶養者で無いが、被保険者より生計を維持されていた方が埋葬料を申請するとき
□住民票（写）の原本（亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの。市区町村によっては除票が必要）
□住居が別の場合は定期的な仕送りの事実がわかる預金通帳等のコピーや亡くなった被保険者が申請者の公共料金
等を支払ったことがわかる領収書など

・埋葬を行った方が埋葬費を申請するとき
□領収書の原本（支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの）
□埋葬に要した費用の明細書

・申請書2ページ目の事業主の証明が受けられない、又は、任意継続健康保険加入者が亡くなったとき
□埋葬許可証・火葬許可証・死亡診断書等亡くなったことが確認できる書類の写し（戸籍、住民票の場合は原本）

●被扶養者が死亡した場合
・申請書2ページ目の事業主の証明が受けられない、又は、任意継続健康保険加入者が亡くなったとき
□埋葬許可証・火葬許可証・死亡診断書等亡くなったことが確認できる書類の写し（戸籍、住民票の場合は原本）

●共通
・証明書等が外国語で記載されている場合
□翻訳文（翻訳者の署名、住所、電話番号を明記）

・死亡原因が負傷による場合
□負傷原因届

・死亡原因の負傷が第三者による場合
□第三者行為による傷病届

＜添付書類＞

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r130/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454/

